
特記事項

 評価実施機関名

厚生労働大臣

[平成26年４月　様式２]

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

4 特別給付金・特別弔慰金に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

厚生労働大臣及び47都道府県知事は、戦没者等の妻に対する特別給付
金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等に対する特別
給付金及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（以下「特別給付金・特別
弔慰金」という。）に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報を適切に管理し、特
定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるため
に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律その他関係法令等を遵守し、システム上の整備をはじめ必要な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

 公表日

  平成27年9月29日
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Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 特別給付金・特別弔慰金に関する事務

 ③システムの名称 援護システム（援護国債サブシステム）

・厚生労働省及び都道府県は、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」（昭和38年法律第61号。以
下「戦没妻法」という。）、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法」（昭和41年法律第109号。以下
「戦傷妻法」という。）、「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法」（昭和42年法律第57号。以下「戦
没父母法」という。）及び「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」（昭和40年法律第100号。以下
「特弔法」という。）に基づく事務を行う。特別給付金・特別弔慰金について、都道府県及び市区町村が行
う事務は、地方自治法に規定する第１号法定受託事務である。
・戦没妻法による特別給付金は、先の大戦で、一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計
の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻に対して、国とし
て特別の慰藉を行うため支給している。
・戦傷妻法による特別給付金は、長年にわたり、先の大戦で障害を負った夫の介助・看護や家庭の維持
等のための大きな負担に耐えてきた戦傷病者等の妻に対して、国として特別の慰藉を行うため支給して
いる。
・戦没父母法による特別給付金は、先の大戦で、子又は孫を亡くして子孫が絶え、寂寥感や孤独感と
闘ってきた戦没者等の父母（祖父母）に対して、国として特別の慰藉を行うため支給している。
・特弔法による特別弔慰金は、先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の遺族に対して、戦後20周年、30周
年、40周年、50周年、60周年及び70周年となる特別の機会を捉え、国として弔慰を表すため支給してい
る。

各機関ごとに行う事務は以下のとおりであり、このうち、個人番号を使用して行う事務は、①～③の事務
である。特定個人情報ファイルは、厚生労働省及び都道府県が保有する。

【市区町村】
①請求者から個人番号の記載された請求書を受け付け、書類の不備等を確認し、居住地都道府県に送
付する。
【都道府県】
②居住地都道府県は、請求者の居住地の市区町村から送付された請求書類を受け付け、請求書の内
容を援護システムに入力し、請求書類を本籍地都道府県に送付する。
③本籍地都道府県は、居住地都道府県から送付された請求書類を受け付け、請求書の内容を審査・裁
定し、援護システムに裁定情報を入力し、厚生労働省に裁定報告を行う。
【厚生労働省】
④厚生労働省は、本籍地都道府県が入力した裁定関係データを確認し、財務省に国債の発行請求を行
う。

 ②事務の概要

 ２．特定個人情報ファイル名

弔慰金等データファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号。以下「番号法」という。）
　　第９条第１項　別表第一の第40の項（戦没妻法関係事務）、同48の項（特弔法関係事務）、同50の項
（戦傷妻法関係事務）、同53の項（戦没父母法関係事務）
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号。以下「番号法別表第一省令」という。）
　　第31条（戦没妻法関係事務）、第39条（特弔法関係事務）、第41条（戦傷妻法関係事務）、第42条（戦
没父母法関係事務）
○住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）
　　第30条の９（国の機関等への本人確認情報の提供）、別表第一の78の３（戦没妻法関係事務）、78の
５（特弔法関係事務）、78の６（戦傷妻法関係事務）、78の７（戦没父母法関係事務）
　　第30条の10（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供）、別表第二の
５の31（戦没妻法関係事務）、５の32（特弔法関係事務）、５の33（戦傷妻法関係事務）、５の34（戦没父
母法関係事務）
　　第30条の11（通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供）、別表第三の７
の16（戦没妻法関係事務）、７の18（特弔法関係事務）、７の19（戦傷妻法関係事務）、７の20（戦没父母
法関係事務）
　　第30条の12（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提
供）、別表第四の４の31（戦没妻法関係事務）、４の32（特弔法関係事務）、４の33（戦傷妻法関係事
務）、４の34（戦没父母法関係事務）
　　第30条の15（本人確認情報の利用）、別表第五の10の６（戦没妻法関係事務）、10の８（特弔法関係
事務）、10の９（戦傷妻法関係事務）、10の10（戦没父母法関係事務）

2/5



援護･業務課長　七條　浩二

 ①部署

 ②所属長

1) 実施する

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無

＜選択肢＞

3) 未定

実施しない[ ]

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

４７都道府県知事

 ６．他の評価実施機関

 ②法令上の根拠

 ５．評価実施機関における担当部署

厚生労働省社会・援護局援護・業務課

2) 実施しない

○厚生労働省　大臣官房総務課情報公開文書室
　〒１００－８９１６
　東京都千代田区霞が関１－２－２
　０３－５２５３－１１１１（内線７１２６）

○47都道府県については別紙参照

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先

厚生労働省　社会・援護局援護・業務課審査室
〒１００－８９１６
　東京都千代田区霞が関１－２－２
　０３－５２５３－１１１１（内線３４４５）
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平成27年7月1日 時点

 ２．取扱者数

 いつ時点の計数か

500人未満[

 しきい値判断結果

Ⅲ　しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成27年7月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし
2) 発生なし1) 発生あり

] ＜選択肢＞

5) 30万人以上

1) 500人以上 2) 500人未満
]

]30万人以上 評価対象の事務の対象人数は何人か

Ⅱ　しきい値判断項目

[

 １．対象人数

4) 10万人以上30万人未満

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か ＜選択肢＞

＜選択肢＞

2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満

1) 1,000人未満（任意実施）
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変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
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